
 

  
１ この届出は、共済契約対象外の施設又は事業に異動した場合、退職手当金を請求しないで、被共

済職員期間の「共済契約対象外施設等へ異動した場合の合算制度」を利用する場合にのみ、必要
となります。（本手続きは、職員が他法人・団体の経営する施設等へ転職する場合には使用でき
ません。他法人等への転職は「職員が退職した時の手続き」を参照してください。） 

※共済契約対象外の施設又は事業への異動は、本制度では「退職」として扱います。なお、復帰
にあたっては契約対象施設のうち、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老
人ホーム等新規加入職員の非加入）」、「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支
援施設等新規加入職員の非加入）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員
の部分解除）」を提出している特定介護保険施設等へは復帰できません。 

   

２ 「共済契約対象外施設等へ異動した場合の合算制度」が利用できるのは、次の条件を満たす場合です。 

  ① 被共済職員として継続して１年以上（被共済職員期間となる月の合計は、１２か月未満でも 
構いません。）勤務していること。（合算で採用した職員については１年未満でも構いません。） 

② 契約対象外施設に配置換えとなった際に、「共済契約対象（外）施設等異動届」（約款様式第９号）
を機構あてに提出し、退職手当金は請求していないこと。 

③ 配置換えの日から起算して５年以内に、同じ経営者の共済契約対象の施設に配置換えとなり、
加入要件を満たしたうえで再び加入手続き（「共済契約対象（外）施設等異動届」（約款様式第９号）
を機構あてに提出）をしていること。 

３ 契約対象外施設に配置換えとなったまま５年を超えると、時効により退職手当金の請求権が消滅
します。５年以内の再加入が不可能と分かった時点で、退職手当金を請求してください。 

４ 退職手当金を請求する場合には、被共済職員退職届と退職手当金請求書の提出が必要となります。
詳しくは、被共済職員退職届等の説明でご確認ください。 



 

 

  

 



 

 



 

  


